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自治体を主体とする公的組織の評価制度の導入・整備支援 
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自治体を主体に公的組織では人事評価制度の構築・策定は当然のこととなり、
その運用の質が問われるようになりました。公的組織の特質に立ち、貴組織の
人事スタッフと協議しながら推進します。以下は一つの事例です。 

現状把握 基本部分策定 詳細設計 評価者研修実施 

試行支援 制度の修正調整 試行データ分析 

機能不足把握 修正・メンテ等 

補強研修等 

評価データ分析 

◆レベルⅠ：制度の立上げの支援 

◆レベルⅡ：試行実施の支援 

本格運用ルー
ル検討 

◆レベルⅢ：定着化・有効性向上の支援 

手引・マニュアル作成 

定着化・有効
性向上の展望 
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Ⅰ：弊社スタッフ＋貴人事スタッフ 

Ⅱ：弊社スタッフ＋貴人事スタッフ＋ 貴ワーキング等のスタッフ 

Ⅲ：弊社スタッフ＋貴人事スタッフ（事務局）＋ 検討推進委員会 

推進体制の例 
推進の形態は色々ありますが、貴組織の事情に合わせて対応します。 
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